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第７章 脊振町複合施設の機能 

 

第４～６章を踏まえ、次のような機能を備えた複合施設の実現を目指します。 

 

１ 防災・行政機能 

 

（１）基本的な考え方 

市民サービスを効果的・効率的に提供し、市民ニーズの多様化や高度化、地方分権や地域

主権の進展などによる行政需要の変化に柔軟に対応できる行政執務空間を目指します。 

また、脊振町複合施設は、災害時における市民の避難所としての機能や災害対策拠点とし

ての機能を担うことが求められます。災害発生時に被災状況を的確に把握し、本庁や関係機

関と連携して速やかな対応・対策がとれる施設を目指します。 

◆ 耐震安全性の目標 

国土交通省が定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」において、施設の性質に応じた建物

の耐震安全性の目標が定められています。脊振町複合施設は、土砂災害・水害・地震などの

災害発生時に建物の設備や機能の被害を最小限に抑え、防災・災害復興の拠点としての機能

を維持する必要があることから、耐震安全性の目標でいう「構造体：Ⅱ類、建築非構造部材：

Ａ類、建築設備：乙類」を目標とします。 

【 耐震安全性の目標 】 

耐震安全性の区分 耐震安全性の目標 

構造体：Ⅱ類 

[柱・梁・基礎等] 

大地震動(※8)後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用

できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られ

るものとする。 

建築非構造部材：Ａ類 

[外壁仕上げ、屋根材、建具、

間仕切り及び内装材等] 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の

管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しな

いことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図ら

れるものとする。 

建築設備：乙類 

 [電力供給、照明、給排水等] 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているこ

とを目標とする。 

出典：官庁施設の総合耐震診断・改修基準および同解説（平成８年） 

（※8）大地震動：震度６強から震度７に相当 
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（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

防 

災 

・ 

行 

政 

機 

能 

災害対策室 
・災害時の指示拠点となる災害対策室は、本庁や地域の防災組織、

関係機関と連携しやすい位置とし、会議室を利用します。 

防災設備 

・非常用照明や誘導灯の適正な配置に努めます。 

・自家発電装置の設置等により非常用電源を確保します。 

・災害時にも給排水機能の確保が可能な受水槽や雨水貯留槽の設置

を検討します。 

・情報収集や伝達を確実に行うために防災情報システムや情報通信

設備を備えます。 

執務室 

・原則、執務スペースに壁の仕切りは設置せず、見通しの良いオー

プンスペースを確保します。 

・打ち合わせスペースや作業スペースを適切に配置し、業務効率や

コミュニケーション機能の向上を図ります。 

相談スペース 
・個人情報やプライバシーに配慮した、相談ブースや個室タイプの

相談室を配置します。 

会議室 

・利用人数や利用目的に合わせた会議室を適正に配置し、効率的な

配置を図ります。 

・多様な規模や目的に対応できるよう可動間仕切りを備えた会議室

を設置します。 

・災害対策本部用の会議室との一体利用が可能なようにします。 

待合スペース 

・繁忙期にも対応できるゆとりある空間とします。また、議会中継

を視聴できるようにテレビを設置します。 

・来庁者が気軽に情報交換や休憩ができるスペースとします。 

情報発信コーナー 
・市政情報やイベント情報等を紹介する情報発信コーナーの設置を

検討します。 
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２ 生涯学習センター・災害時避難所機能 

 

（１）基本的な考え方 

子どもから高齢者まで多くの市民が集い、学習活動や文化活動、市民活動、子育て活動な

ど様々な活動を通し、交流・連携・ふれあいを深め、市民の一体感を醸成するとともに、地

域の新たな活力の創造と、まちづくりを支える｢ひとづくりの拠点｣を目指します。 

また、災害時の避難所としての機能を持つ施設とします。 

 

（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー

・

災

害

時

避

難

所

機

能

 

会議室 

・市民要望を踏まえ、200 人～300 人規模で利用ができる大きな会議

室の設置を検討します。 

・集団健診や災害時避難所としても利用ができるよう検討します。 

・多様な規模・多目的に対応できるよう、可動間仕切りや可動ステ

ージなどの設備機能の設置を検討します。 

市民団体活動 

・会議室などを利用して、市民団体や地域コミュニティグループの

事務作業やミーティング等に利用できるよう検討します。 

・行政との連携が可能となるよう効果的な配置を検討します。 

和室 
・習い事や文化教室、団体の活動・会合の場として利用ができる和

室とします。 

調理室 

・食育や料理教室、イベント時の料理スタジオとしてなど、食を通

した様々な活動が行えるよう、十分な機能の確保を検討します。 

・災害時の炊き出しにも活用できるよう検討します。 

避難所 

・災害時の避難場所として、会議室や共有ホールなどを活用し、市

民の拠り所となるよう検討します。 

・災害時の一時避難スペースとして、駐車場や広場などを利用でき

るよう検討します。 

備蓄倉庫 

・災害時の緊急対策に必要な設備・資機材や生活物資を備蓄すると

ともに支援物資を補完するスペースを確保します。 

・水害時に浸水被害を防ぐ位置に確保します。 

放課後児童クラブ 
・現在、脊振 2000 年館で行われている放課後児童クラブを本施設に

設けます。 
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３ 健康・医療機能 

 

（１）基本的な考え方 

現在の脊振診療所の機能と、市民から要望がある保健センター機能を併設し、健康相談、

保健指導、健康診断その他、地域の保健・医療に関する必要な施設機能を有し、地域の人々

が気軽に訪れ、心の拠り所となるとともに、安全で快適な施設を目指します。 

 

（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

健 

康 

・ 

医 

療 

機 

能 

健康診断、予防接種 

・会議室などを利用して、集団健診を実施できるよう検討します。 

・会議室などを利用して、予防接種や検診を実施できるよう検討し

ます。 

指導、相談 

・調理室や会議室を利用して、栄養指導や食育などが実施できるよ

う検討します。 

・会議室などを利用して、健康相談や軽運動系の活動が実施できる

よう検討します。 

情報提供、発信 
・図書室などを利用して、関連する書籍や映像資料を選び、健康増

進情報、福祉や医療に関する情報を提供できるよう検討します。 

診察室、処置室 

・診察室、処置室などで話される医師と患者の会話が他の患者に聞

こえないように配慮するなど、プライバシーの確保に努めます。 

・スタッフ動線と患者動線は、原則別々に確保できるよう検討しま

す。 

受付、待合 

・待合ホールは、施設規模に見合った広さを確保するとともに、視

覚的な開放性や照明器具により適正な明るさ確保します。 

・診療所の出入口は他機能の出入口とは別に設け、施設利用者・診

療所利用者の安心や、プライバシーの確保に努めます。 
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４ 学習機能 

 

（１）基本的な考え方 

子どもから高齢者まで幅広い世代が気軽に訪れ、学び、交流ができる場として、居心地の

良いオープンな施設を目指します。 

 

（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

学 

習 

機 

能 

書架・閲覧 

・子ども向けと一般とでエリアを分け、それぞれに適した閲覧空間

を検討します。 

・子ども向けのエリアには床座のコーナーを設け、子どもたちが本

に親しみ、読み聞かせが行える空間を検討します。 

学習コーナー ・静かな自習スペースとして仕切られた空間の設置を検討します。 

ブラウジング 

コーナー(※10) 

・ゆったりとくつろいだ環境で新聞や雑誌を閲覧できるエリアとな

るよう検討します。 

・気軽に立ち寄りやすい位置への配置を検討します。 

サービスカウン 

ター 

・貸出や返却、予約、図書館や様々な情報収集の相談に対応するレ

ファレンスサービス(※11)などを行うためのサービスカウンター

設置を検討します。 

(※10)ブラウジングコーナー：新聞や雑誌などを自由に読むためのコーナー 

(※11)レファレンスサービス：図書情報の検索、照会、予約サービス 
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５ 市民交流機能 

 

（１）基本的な考え方 

市民が気軽に訪れ、子どもから高齢者まで幅広い世代の人と人との新たな交流が生まれ、

にぎわいの創出が図れる施設を目指します。 

また、コミュニティや市民活動団体など、地域の様々な団体と連携した活動を行う拠点と

して、市民協働の推進を目指します。 

 

（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

市 

民 

交 

流 

機 

能 

市民交流ロビー・ 

ホール、 

にぎわい広場 

・目的が無くても気軽に立ち寄れる居心地の良い施設を目指します。 

・ホールやにぎわい広場は、休憩、待合、交流の場としてにぎわい

の創出を図れる空間となるよう検討します。 

・小規模イベントや音楽会、展示などを行うことができ、様々な利

用が可能なホールや広場となるよう検討します。 

・ギャラリーや展示コーナーなどの情報発信機能を備え、地域活性

化の拠点づくりを目指します。 
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６ 環境配慮機能 

 

（１）基本的な考え方 

地球環境への影響を最小限に抑えるように環境負荷軽減策について積極的に取り組み、環

境配慮型施設を目指します。 

また、本市の木材資源を有効活用することにより、森林資源の循環を図り、森林の適正な

整備・保全の推進を目指します。脊振町複合施設においては内装等への積極的な利用を図り、

人や環境にやさしい施設を目指します。 

 

（２）具体的方針 

 以下のように、施設機能の整備実現を目指します。 

【 各機能と整備の内容 】 

区分 主な構成 整備の内容 

環 

境 

配 

慮 

機 

能 

再生可能エネルギ

ーの活用 

・蓄電池付太陽光発電装置等の再生可能エネルギーの活用と、災害

時等の非常用電源としての利用を検討します。 

雨水利用システム 
・雨水貯留槽に貯留した雨水を処理し、トイレの洗浄水等の雑用水

として利用することを検討します。 

照明・空調設備 

・ＬＥＤ照明や人感センサー、調光システム等の節電に配慮した照

明設備の導入を検討します。 

・自然換気システムや日照負荷の低減のために、空調負荷の削減に

配慮した設備の導入を検討します。 

木材利用 
・内装等への木材の活用により、温かみがあり親しみを感じられる

空間となるよう検討します。 
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第８章 施設配置計画 

 

「第６章 脊振町複合施設の規模設定」に基づき、建物や駐車場の配置についての考え方

を整理します。なお、今回の検討においては、配置案を限定するものではなく、今後の設計

業務において様々な工夫や提案を求める際の基礎資料とします。 
したがって、具体的な配置は、今後の設計段階にて、より詳細な検討を加えた上で決定し

ていくこととなります。 
 

１ 複合施設エリア 

「第６章 脊振町複合施設の規模設定」を踏まえ○○㎡を目安に検討することとし、具

体的な建物の仕様は、「第７章 複合施設の機能」で検討した各種の施設機能や「第９章 

各部門の配置の考え方」を踏まえ、今後の設計業務において、より詳細な検討を行った上

で決定することとします。 

 

２ 駐車場エリア 

駐車場については、敷地内を通る通学路動線に特に留意し、安全確保に配慮した歩行者

と車両の動線分離や、利用者の利便性を考慮して駐車場整備を検討します。 

 

（１）来客用駐車場 

・来客用駐車場は○○台程度を目安に整備します。 

 ・車いす使用者用駐車場は、「佐賀県福祉のまちづくり条例」で必要とされる台数以上を確

保します。 

  

（２）公用車駐車場等 

・公用車台数は○○台程度を目安に整備します。 

（脊振支所…６台、脊振公民館…１台、脊振診療所…１台） 

 ・緊急時の際に、救急車が診療所に横付け等ができるよう整備方法を検討します。 

 ・脊振町複合施設はスクールバスの発着地点となり、スクールバス待機スペース、転回ス

ペース及び安全な乗降スペースを確保します。 

 

３ 広場エリア 

にぎわいの創出を目指し、敷地内のまとまった広場、回遊性を持った広場空間をにぎわ

い広場として整備します。また、施設との一体的な利用や、各機能をつなぐ・分離するな

ど、色々な広場の形態を検討します。 

↓現在の所有台数。変更になる可能性があります。 
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４ 各エリアのゾーニング 

建設地の敷地利用については、例として配置計画案を以下に示します。 

Ａ 案 

 

建物の特徴 
分棟型 

にぎわい広場により各機能を連携・分離。 

建物の平面形状 L 型の平面形状となり、県道沿いに駐車場を設けることができる。 

建物の階数 ３階建て程度。 

敷地内での位置、 

アプローチ 
小学校へのアプローチは、にぎわい広場から小学校正門へ通じる。 

敷地内の空地 駐車場やにぎわい広場を確保できる。 

工事工程 

工事中、支所機能は既存公民館に引越し、建物の完成後、全ての機能が 

新施設に移行する。 

引越回数：２回 
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Ｂ 案 

 

建物の特徴 
一棟型 

共用ホールにより各機能を連携・分離。 

建物の平面形状 整形で大きな平面が計画可能。 

建物の階数 ３階建て程度。 

敷地内での位置、 

アプローチ 

敷地のほぼ中央に位置し、歩行者は小学校側、県道側ともに共有ホールを

介してアプローチできる。 

敷地内の空地 駐車場のみの確保となる。県道に面して駐車場の確保ができない。 

工事工程 

工事中、支所機能は既存公民館に引越し、建物の完成後、全ての機能が 

新施設に移行する。 

引越回数：２回 
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Ｃ 案 

 

建物の特徴 
一棟型 

階層により各機能を連携・分離。ビル型形状。 

建物の平面形状 全ての機能を一棟配置することにより、整形の平面が計画可能。 

建物の階数 ４階建て程度。 

敷地内での位置、 

アプローチ 
既存市道の右側に位置し、既存市道を利用してアプローチする。 

敷地内の空地 駐車場やにぎわい広場を最も広く確保できる。 

工事工程 

工事中、支所機能は既存公民館に引越し、建物の完成後、全ての機能が 

新施設に移行する。 

引越回数：２回 
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５ 配置計画案の比較検討 

各エリアのゾーニング検討に当たっては、市民の利便性や新たなまちづくりの拠点として

の役割、周辺環境との関係等を調査し、検討しました。 
様々なパターンが考えられる中、現在の公民館敷地内だけに複合施設を配置した場合は、

奥まった場所に建物が配置されることになり、県道沿いからの視認性が弱いことや複合施設

としての顔づくりが行いにくいことなどの課題が見えてきました。 
こうした結果を踏まえ、市道の付替え必要性の有無や条件等を考慮しながら大きく３つの

タイプに分け、各案を比較検討し評価を行いました。 
【 各案の比較 】 

 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 

建物の特徴 

分棟型 

にぎわい広場により、 

各機能を連携・分離。 

一棟型 

共用ホールにより、 

各機能を連携・分離。 

一棟型（ビル型形状） 

階層により、 

各機能を連携・分離。 

建物の平面形状 ◎ ◎ ○ 

建物の階数 ○ ○ △ 

敷地内での位置、 

アプローチ 
◎ ○ △ 

敷地内の空地 ○ △ ◎ 

工事工程 ○ ○ ○ 

総合評価 

Ｂ案、Ｃ案の問題点を 

補完しており、バランス

の良い計画が期待でき

る。 

建物が大型化し、コスト

増が見込まれる。敷地に

対しての空地を確保し

にくい。 

建物がビル型形状とな

り４階建てが想定され、

周辺環境にそぐわない。 

総合判定 ◎ ○ △ 

 
 当委員会において、模型等を使用して各案の比較検討を行った結果、敷地の有効活用や市

民のニーズを反映した計画が最も期待できるＡ案を基本として今後の計画を行っていくこと

とします。 
なお、今回の検討においては、配置案を限定するものではなく、今後の設計業務において

様々な工夫や提案を求める際の基礎資料とします。したがって、具体的な配置等は今後の設

計段階にて、より詳細な検討を加えた上で決定していくこととなります。 
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第９章 各部門の配置の考え方 

 

複合施設の階層は、それぞれの用途に応じて以下のゾーンを設定します。ゾーン間の相互

利用や横断的利用を図り、利用しやすく効率的な動線の確保ができる配置を検討します。 

また、現在の施設機能を踏まえた上で、業務連携が必要な機能については、連携が容易と

なるよう配置します。 

 

１ 庁舎ゾーン 

 （主な施設機能）：防災・行政機能、市民交流機能、環境配慮機能 

   市民の利用頻度が高い部屋や部署は１階に配置します。災害対策機能を担う部屋につ

いては上階へ配置することとします。 

 

２ 公民館ゾーン 

 （主な施設機能）：生涯学習センター・災害時避難所機能、健康・医療機能、 

市民交流機能、環境配慮機能 

   会議室などの兼用できる部屋が多くあるため、他のゾーンとの相互利用や連携がしや

すい配置とします。また、災害時避難所機能を担う会議室などは上階に設けます。 

 

３ 診療所ゾーン 

 （主な施設機能）：健康・医療機能、環境配慮機能 

   プライバシー確保のため、他のゾーンとは動線や出入口を分け、患者が利用する部屋

は１階に配置します。 

 

４ 図書館ゾーン 

 （主な施設機能）：学習機能、市民交流機能、環境配慮機能 

   気軽に立ち寄りやすいよう、できる限り１階に配置します。同一フロアに配置できな

い場合は子ども向け図書のゾーンと大人向け図書のゾーンで層を分けるなどします。 

 

５ 共有ゾーン 

 （主な施設機能）：生涯学習センター・災害時避難所機能、市民交流機能、環境配慮機能 

   市民のコミュニティの場として、気軽に立ち寄りやすい位置とします。セキュリティ

の確保や時間外利用の観点から、市民の動線と業務上の動線を分離した配置とします。 
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６ 各部門のゾーニング 
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